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➢ 小売と卸売との取引契約書のひな型を開発（繊維産業流通構造改革推進協議会、以下「協議会」という。）

➢ 「経営トップ合同会議」立上げ（協議会）→アパレルと流通の間の適正取引に向けた取組みスタート

➢ アパレルとテキスタイルとの取引契約書のひな型を開発

➢ 「TAプロジェクト取引ガイドライン第１版」策定（協議会）
 「副資材、ニット製品、製品、ユニフォーム商品等に関する取引ガイドライン」、

 「間接取引に係る取決め」「品質問題に関する取決め」を2006年にかけて追加

➢ 「TAプロジェクト取引ガイドライン」に基づく聴き取り調査開始（実施状況を確認）（協議会）

➢ 「TAプロジェクト取引ガイドライン第２版」策定（協議会）← 相互の責任やリスクとリターン、役割と機能を明確化

➢ 「繊維産業の適正取引の推進と生産性･付加価値向上に向けた自主行動計画」策定（日本繊維産業連盟／協議会）

➢ 「繊維産業技能実習事業協議会」立上げ(３月)（経済産業省／日本繊維産業連盟）
➢ 「繊維産業における外国人技能実習の適正な実施のための取組」公表(６月)

➢ 「TAプロジェクト取引ガイドライン第３版」策定（協議会）
    → 「縫製業に関するガイドライン」､「染色加工での生機に関する取決め」を追加

➢ 「2030年にあるべき繊維業界への提言」公表（日本繊維産業連盟）

➢ 「繊維産業のサステナビリティに関する検討会報告書」公表（７月） （経済産業省）

➢ 「繊維産業における責任ある企業行動ガイドライン」策定（７月）（日本繊維産業連盟）

➢ 「特定技能制度」繊維業追加（上乗せ４要件の１つに国際人権基準への適合が求められる。）

➢ 繊維産業流通構造改革推進協議会解散、取引適正化関係事業を日本繊維産業連盟に移管。

➢ 特定技能制度における「国際人権基準への適合」に関してJASTI監査制度創設・運用開始（日本繊維産業連盟他）
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＜設置の趣旨＞

繊維産業において、技能実習法等の違反事例が多い状況だったことを受け、技能実習制度の適正運営

の周知徹底、技能実習制度運営の現状把握、技能実習の適正な実施等に資する取組等について協

議を行う。具体的には以下の取組みを実施。

・加盟企業で技能実施実習法令違反による認定取り消しが発生した時の情報共有

・構成員団体より技能実習・取引適正化に関する会合の開催状況の報告

・構成員団体及び所属企業による取組の紹介

・取組の進捗状況に関するアンケート調査

・厚生労働省、出入国在留管理庁からの情報提供

＜開催状況＞

〇 第1回 平成30年3月23日 〇 第2回 平成30年4月23日

〇 第3回 平成30年5月29日

〇 第4回 平成30年6月19日

「繊維産業における外国人技能実習の適正な実施等のための取組」 公表

〇 第5回 平成30年10月11日 〇 第6回 平成30年12月20日

〇   第7回 平成31年4月25日 〇 第8回 令和元年11月1日

〇 第9回 令和2年7月13日 〇 第10回 令和3年12月20日

〇 第11回 令和5年7月25日 〇 第1２回 令和７年3月21日

繊維産業技能実習事業協議会

4©日本繊維産業連盟 2025



1.問題の背景

⚫ 法令違反等を行った受入企業の法令遵守意識に大きな問題がある。

⚫ 発注工賃が技能実習生等の適正な賃金や労働環境等を 確保する

には低すぎる（技能実習の問題 にとどまらず、商慣行の問題として、

発注工賃をはじめ、取引全般の適正化の推進が必要）。

⚫ アパレル企業等が自社のサプライチェーンにおける技能実習の実態をほ

とんど把握していない（自社の サプライチェーンにおいて問題があっても、

認識しないまま自社ブランド商品を消費者に提供している可能性）

2.繊維業界としての取組

（1）技能実習に係る法令遵守等の徹底

（2）取引適正化の推進

（3）発注企業の社会的責任（サプライチェーンに対する責任）

（4）業界団体における体制の整備

繊維産業における外国人技能実習の適正な実施等のための取組（2018年6月公表）

5©日本繊維産業連盟 2025
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○中小企業を主な対象とした世界
初のデュー・ディリジェンス(DD)・

 ガイドライン。

○労働者の人権に特化。

○日本固有の問題（外国人技能
実習制度、取引適正化）につい
ても記載。

○手続きのみならず、確認すべき具
 体的な項目についても解説。

○DD初心者向けに具体的確認事
項を例示した「チェックリスト」を
用意。

繊維産業における責任ある企業行動ガイドライン

7©日本繊維産業連盟 2022



目 次
第一部 本ガイドラインの目的・概要

コミットメント、エンゲージメントが重要

第二部 自社内における確認と取り組み
国内サプライヤー（下請）が自ら襟を正す
別途サポートツールを作成

第三部 取引先との関係における確認と取り組み
サプライチェーン管理の視点から見てチェックすべき点と取引先への対応方法
デュー・ディリジェンスの本質的部分

第四部 人権デューデリジェンスの全体像
取り組みの報告・公表も重要
救済措置の導入が今後の課題

【別紙１】主要な国際人権条約・国際労働条約に含まれる国際人権の内容

【別紙２】グッドプラクティス事例

©日本繊維産業連盟 2022

6. 外国人労働者、外国人技能実習生
7. 労働安全衛生
8. 賃金
9. 労働時間
10.取引適正化関係

【別冊】チェック項目例とリスク発見時の対処法の例について
1. 強制労働
2. 結社の自由、団体交渉権
3. 差別
4. 児童労働
5. ハラスメント

繊維産業における責任ある企業行動ガイドライン 目次
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「チェックリスト」（抜粋）

１．強制労働

©日本繊維産業連盟 2022 9



「チェックリスト」（抜粋）

６-１．外国人労働者

©日本繊維産業連盟 2022 10



「チェックリスト」（抜粋）

６-１．外国人労働者、６-２．外国人技能実習生

©日本繊維産業連盟 2022 11



方法論は後回し。人権対応の必要性を「経営」の視点から説明

人権DDが効力を発揮するための３つの基本理念に関する説明（１）

12©日本繊維産業連盟 2023



本来、ＤＤはサプライチェーン管理の手法だが、自社対応を中
心に説明。

人権DDが効力を発揮するための３つの基本理念に関する説明（２）

13©日本繊維産業連盟 2023



○基本的には業界団体、業界紙などを中心にセミナー講師としてガイドライ

ンの趣旨、内容を説明。

○OECDが年１回、繊維履物セクターを対象としたDDフォーラムを開催し

ており、スピーカーとしてガイドラインに関して説明。

○繊産連のガイドラインと同時期に検討、公表された政府の人権ガイドライ

ン（2022年9月公表 「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のため

のガイドライン」 ）の策定に参画。

○ガイドライン策定当初から、繊維産業以外からも関心が寄せられており、

業種を超えてセミナー等で取り組みを紹介するとともに、意見交換。

これまでの実績例

JP-MIRAI

国際人材協力機構（JITCO）

食品加工産業

自動車部品産業

太陽光発電産業

ガイドライン普及実績

©日本繊維産業連盟 2025 14
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特定技能１号のポイント

特定技能２号のポイント

【就労が認められる在留資格の技能水準】

特定技能以外の在留資格 特定技能の在留資格在留期間

技能水準

家族の帯同

支援

日本語能力水準

１年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について
指定する期間ごとの更新（通算で上限５年まで）

試験等で確認（技能実習２号を修了した外国人は試験等免除）

生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認
（技能実習２号を修了した外国人は試験免除）

基本的に認めない

受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象

３年、１年又は６か月ごとの更新（更新回数に制限なし）

試験等での確認は不要

要件を満たせば可能（配偶者、子）

受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外

試験等で確認

在留期間

技能水準

家族の帯同

支援

日本語能力水準

○ 深刻化する人手不足への対応として、生産性の向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な
状況にある産業上の分野に限り、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れるため、在留資格「特定技能１号」及
び「特定技能２号」を創設（平成３１年４月から実施）

○ 特定技能１号：特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
在留者数： ２９３，００８人（令和７年２月末現在、速報値）

○ 特定技能２号：特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
在留者数：  １，３５１人（令和７年２月末現在、速報値）

特定産業分野：介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、
  農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業

 （赤字は特定技能１号・２号でも受入れ可。黒字は特定技能１号のみで受入れ可。）
（「自動車運送業」は分野所管省庁の定める告示が施行等されてから受入れ開始となる予定。）

（１６分野）

特定技能制度概要

専
門
的
・
技
術
的
分
野

非
専
門
的
・

非
技
術
的
分
野

「特定技能２号」

「特定技能１号」

「技能実習」

「技術・人文知識・国際業務」
「技能」
「高度専門職（１号・２号）」
「介護」
「教授」 等

（資料）出入国在留管理庁「外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」（令和７年５月更新）https://www.moj.go.jp/isa/content/001335263.pdfを経産省にて一部加工 ©経済産業省16

https://www.moj.go.jp/isa/content/001335263.pdf


特定技能の受入れ見込数の再設定及び対象分野等の追加について（令和６年３月29日閣議決定）の概要

⚫ 分野名を「工業製品製造業分野」と変更し上で、新たな業種・業務区分を追加する閣議決定を行った。関係規程の改正等を経て、
令和6年9月30日より受入れ手続きが開始となった。

R1～R5年度 R6～R10年度

分野名
素形材・産業機械・

電気電子情報関連製造業分野
工業製品製造業分野

受入れ見込数 49,750人 173,300人

業種 ○素形材産業
○産業機械製造業
○電気・電子情報関連産業
○金属表面処理業

○素形材産業
○産業機械製造業
○電気・電子情報関連産業
○金属表面処理業
○鉄鋼業
○金属製サッシ・ドア製造業
○プラスチック製品製造業
○紙器・段ボール箱製造業
○コンクリート製品製造業
○陶磁器製品製造業
○繊維業
※追加要件を設定する（詳細は後述）

○金属製品塗装業
○ＲＰＦ製造業
○印刷・同関連業
※全日本印刷工業組合連合会、全国グラビア協同組合連合会、全日本製本工

業組合連合会いずれかに所属していることを要件とする

○こん包業
※日本梱包工業組合連合会に所属していることを要件とする

業務区分 機械金属加工
電気電子機器組立て
金属表面処理 全３区分

機械金属加工、電気電子機器組立て、金属表面処理、紙器・段ボー
ル箱製造、コンクリート製品製造、陶磁器製品製造、紡織製品製造、
縫製、ＲＰＦ製造、印刷・製本 全１０区分

©経済産業省 17



繊維業における特定技能の受け入れに係る追加要件

⚫ 繊維業の技能実習制度において、賃金の支払いに関する違反が多いことから、違反をなくし適正な取引を推進するため、繊維
業においては追加要件を設定する。

内 容

既存製造業の要件

派遣契約ではないこと

受入企業の産業分野（日本標準産業分類で限定）

一般社団法人工業製品製造技能人材機構（JAIM）の賛助会員であること

経産省、協議・連絡会の指導、報告徴収等に協力すること

繊維業の
追加要件

国際的な人権基準に適合し事業を行っていること

勤怠管理を電子化していること

パートナーシップ構築宣言の実施

特定技能外国人の給与を月給制とする

©経済産業省 18



国際的な人権基準への適合の確認

⚫ 「国際的な人権基準に適合し事業を行っていること」とは、公開された監査要求事項等に基づき、第三者による認証・監査機関
の審査を受け適合していることとする。

⚫ 公開された監査要求事項には、労働における基本的原則及び権利に関する国際労働機関宣言に掲げられた基本的権利に
関する原則（※）が含まれることを必須とする。

※結社の自由及び団体交渉権の効果的な承認、強制労働の禁止、児童労働の撤廃、雇用及び職業における差別の排除、安
全で健康的な労働環境 を指す。

※なお、上記に挙げる認証制度等の例は、資料公開時点において要件に合致することが確認できたものであり、今後、要件に合致する制度が確認された場合には追加する
ことも検討する。

対象の認証・監査名

GOTS

OEKO-TEX STeP

Bluesign

Global Recycled Standard (GRS)

日本アパレルソーイング工業組合連合会-取引行動規範ガイドライン

Japanese Audit Standard for Textile Industry（JASTI）

©経済産業省 19



JASTI運営体制図

• 日本繊維産業連盟が、統括事務局として全体を管理。人権デュー・ディリジェンス推進コンソーシアム及び全国社会保険労務士会連合会が統括事務局

指定の監査機関事務局となり、この三者が連携して、安定的かつ効率的に運用できる環境を整備。

• 監査員（検査機関所属の監査員、社労士）による現地監査を経て作成されるJASTI監査レポートの結果をもって判定を行う第三者監査制度を

運用。なお、社労士会連合会では、社労士（監査を行う社労士を除く）によるコンサルティングサービスも用意。

監査機関等

検査機関 JASTI監査対応社労士

監査・判定

特定技能外国人受入事業所

監査依頼

人権デュー・ディリジェンス推進コンソーシアム
（指定監査機関事務局）

全国社会保険労務士会連合会
（指定監査機関事務局）

監査・判定監査依頼

日本繊維産業連盟
（統括事務局）

経済産業省
（制度策定者、管理・監督者）

支援、指導・監督

報告・相談等

監査レポート共有 監査方針等共有

問い合わせ等 問い合わせ等

監査レポート共有 監査社労士事前研修
監査方針等共有

©経済産業省（講演者にて一部改変）

社労士

監査前後のコンサル
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